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流通 BMS の標準メッセージの利用方法について詳細に解説しています。 

資料２ 流通 BMS における Web-EDI ガイドライン 

Web-EDI の運用方法や技術仕様について推奨される要件をまとめています。 

資料３ 生鮮標準商品コードの利用 

生鮮標準商品コードの利用方法について解説しています。 

  



 
 

はじめに 

 

●手引き作成の背景と目的 

インターネットの普及と IT（情報技術）の進歩はビジネスの世界に大きな変化をもたら

しています。そのひとつが電子取引です。 

この手引きは、加工食品や日用品などの業界と比べて導入が遅れている生鮮食品の電子

取引を促進することによって、取引業務の効率化や正確性の向上をはじめとして、産地情

報の伝達や食品トレーサビリティの取組みを推進していくことを目的に作成しました。 

 

●対象範囲 

本書の対象とする生鮮食品とは、青果物、水産物、食肉のいわゆる生鮮三品を指します

が、その中でも特に、取引のバリエーションが多く、その電子化が難しいと言われてきた

青果物と水産物の取引を想定しています。 

青果物と水産物の取引には、生産者から小売業までにいくつかの段階があり、各段階の

電子取引のニーズや実施状況はさまざまです。その中で、電子取引が最も進展しておりそ

の効果も大きい半面、課題も多いのが小売業との間の取引です。本書は、この間の電子取

引をできるだけ標準化することによって、その効果をより大きなものにすることを主な目

的としています。 

 

●本書の構成 

この手引きは【本編】と【資料編】で構成しています。 

本書（【本編】）は３章で構成しています。 

第１章では電子取引の理解を深めていただくために、その定義と生鮮 EDI の必要性、

小売業の導入事例と効果、生鮮流通の川上・川中における実施状況などについて説明して

います。 

第２章では生鮮流通の中でも電子取引の進展が予想される小売業との間の電子取引の

標準となっている流通 BMS について詳しく説明しています。 

第３章では小売業とその取引先間の電子取引の導入手順について解説しています。 

 

実際に流通 BMS を利用した電子取引を導入する際には、別冊の【資料編】をご覧くだ

さい。（別冊の内容は目次をご覧ください） 

 

●対象読者 

本書は生鮮食品のサプライチェーンに関わる全ての方を読者対象としていますが、特に

下記の方々を主な読者としています。 

・生鮮食品の電子取引をまだ導入していない、あるいは導入済のシステムに課題を抱え



 
 

ている小売業 

・小売業の生鮮食品取引先（仲卸、卸、出荷者、メーカーなど） 

・上記企業の電子取引の導入をサポートする IT 関係企業 

 

本書はシステム部門だけでなく、商品調達や販売の現場に携わる方々にも理解していた

だけるよう、できるだけ平易な記述を心がけています。多くの関係者に読んでいただき、

生鮮食品の電子取引が促進されることを期待しております。 

 

平成 27 年 3 月 

生鮮取引電子化推進協議会 

 

【用語の使い方について】 

本書では、下記のように略して表現することがあります。 

・生鮮食品取引⇒生鮮取引 

・生鮮食品の電子取引⇒生鮮 EDI 

・卸売業者⇒卸 

・仲卸業者⇒仲卸 

・小売業者⇒小売 

・食品スーパー、総合スーパー（GMS）⇒スーパー 

・青果物⇒青果 

・水産物⇒水産 

・卸売市場⇒市場 
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第１章 生鮮食品と電子取引 

本章では、この手引きの主題である電子取引を簡単に説明し、生鮮品の取引を電子化す

ることによる効果と電子化の現状について述べています。 

 

１．電子取引（EDI）とは 

「電子取引」とは『取引する企業同士がコンピュータを通信回線で結んで、発注書や送

り状、請求書などの取引に関する情報を、電話や FAX などの人手を介した方法ではなく、

コンピュータ間で電子的に行うこと』です。 

電子取引のことを一般には EDI1（イーディーアイ）と呼びます。 

今日、企業の多くは経営にコンピュータを使っていますので、コンピュータに日々の取

引の結果である仕入データや販売データを入力してさまざまな管理を行っています。EDI

を導入することによって、データの入力が自動化できますので、取引業務を省力化、正確

化、迅速化することができます。（図表１-1） 

 

図表１-１ 電子取引（EDI）とは 

 

 

 

 

                                                  
1 EDI は Electronic Data Interchange の略称で「電子データ交換」の意味。 
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２．生鮮部門の EDI 化の必要性 

小売業の中で生鮮食品を多く取り扱う食品スーパーでは、総人口の減少、少子高齢化の

進展で食品のマーケットが縮小する中、同業間の競争に加え、業態を超えた顧客の奪い合

いにさらされています。 

このような競争に勝ち残るためには、他店や他業態と差異化できる生鮮食品や惣菜部門

の強化が重要な経営戦略となっており、業務改善のための生鮮の EDI 化が喫緊の課題と

なっています。 

 

図表１-２ スーパーにおける生鮮 EDI の必要性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

総人口の減少、少子高齢化の進展で食品マーケットが縮小 

社会環境

同業間のみならず異業態との競争が激化 

 ・食品スーパーの出店加速 
 ・コンビニエンスストアのミニスーパー化 
 ・ドラッグストアやホームセンターでの食品取扱いの増加 
 ・ネット販売や宅配事業の急成長 

同業他店や他業態と差異化できる生鮮部門や惣菜部門の強化 

経営戦略

業務改善のための生鮮部門の EDI 化 

課題 

経営環境
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３．生鮮 EDI の環境整備 

食品スーパーでは、一般食品の EDI 化は比較的進んでいます。受発注のかなり前に商

談が行われ、そこで共有された情報があらかじめ商品マスタに登録され、その内容に基づ

いて取引が行われるからです。つまり、EDI 化がしやすいと言えます。 

一方、生鮮食品でも事前商談に基づく計画的な取引が増えていますが、卸売市場を経由

する商品では発注の直前に内容が決まる商品や、発注に対して納品時に内容が変更される、

あるいは確定するといったことが発生し、電話による情報の共有と FAX やメールによる

情報の伝達に頼らざるを得ない一面がありました。 

しかし、最近の IT の進化と EDI の標準化によって EDI 導入の環境が整備され、生鮮部

門の EDI 化は以前に比べるとそれほど難しいものではなくなってきています。 

 

図表１-３ 生鮮 EDI の環境が整い、導入が加速化する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

４．生鮮 EDI の導入事例 

インターネットや Web などの最新技術を導入して、生鮮部門の効率化を実現した食品

スーパーの事例をいくつか紹介します。 

 

（1）食品スーパーA 社 

A 社の生鮮品の発注は日々変化する相場情報、発注・発注修正、市場買付など「紙・

FAX・電話」による情報交換が多く、手作業での転記や集計作業などにより大変非効率

で作業ミスを引き起こす原因ともなっていました。 

そこで、インターネットを利用した生鮮 Web-EDI を導入し、取引先との間で情報をリ

アルタイムで交換できるようにしました。 

 

図表１-４ A 社の生鮮 EDI 導入前後の業務運用比較 
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生鮮 Web-EDI の導入後は、商品情報・発注情報・納品情報をリアルタイムに交換でき

るようになり、「集計業務の大幅削減」、「業務時間の短縮による発注締時間の延長」、「情

報連携化によるミス削減」などの効果が出ています。これによって、本部、店舗、取引先

いずれにおいても業務の改善につながっているほか、トレーサビリティ、産地表示などへ

の業務対応が実現しています。 

 

（２）食品スーパーB 社 

食品スーパーB 社も A 社と同様、生鮮 Web システムを導入して本部、店舗、取引先間

で情報をリアルタイムで共有しています。 

 

図表１-５ B 社の生鮮 Web システムによる情報共有 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 社では生鮮 Web システムの導入によって次のような効果を上げています。 

１）B 社における効果 

①作業面 

 ・インターネットを利用したＥＤＩ化による仕入伝票の削減 

 ・買参や産地直接買付における後方事務の大幅な軽減 

②管理面 
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・生鮮標準商品コードを利用した販売情報連携による利益管理の強化 

・産地情報のリアルタイム取得による適正表示の強化 

・事前入荷情報の早期取得によるセンター検品の強化 

・電子データ化による相場・発注・仕分・入荷情報のリアルタイムでの共有 

③その他 

・インターネット環境により新規取引など機動的な商品仕入を実現 

２）取引先における効果 

①商品提案 

・バイヤーおよび店舗担当者への商品ＰＲが簡単 

②事務作業 

・ＥＤＩ化により仕入伝票の発行負担が軽減 

・電話やＦＡＸ発注の集計作業が大幅に削減 

・データダウンロードなどで基幹システムへの連携も可能 

③データ管理 

・過去の納品実績をいつでも参照可能 

 

（３）食品スーパーC 社 

食品スーパーC 社では、出荷～受領～請求～支払の EDI 化により、仕入照合や請求照

合を不要にし、本部と取引先の大幅な事務効率化の実現を目指して生鮮 EDI システムを

導入しました。 

 

図表１-６ C 社の生鮮 EDI システム導入前後の比較 
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C 社では生鮮 EDI システムの導入によって次のような効果を上げています。 

１）本社および取引先の事務作業の軽減 

①EDI の実現に加え、生鮮特有のクレーム～赤伝処理のシステム化により 100％

EDI 化を実現。取引先の請求作業が不要になった。 

②本社での仕入伝票入力（照合）業務や請求書の照合業務の軽減を実現。 

２）物流効率化の実現、納品確定の早期化 

①事前出荷データ（ASN2）により効率改善の実現（物流コスト削減）。センター

検品による差異もリアルタイムの取引先対応が可能となり、出荷確定精度の向上

と確定時間の短縮を実現。 

②店舗への納品明細の出力、配布業務の削減。 

３）出荷確定の精度アップ・早期化によるさらなる効果 

①当日の売価指示の早期化 

②日々の差益管理の精度向上 

４）発注機能向上による効果 

①様々な情報が集約化されたことにより、売場をイメージしながら発注が可能に。 

②発注ミスの低減 

定番や特売で分散された発注台帳⇒１画面で発注内容が全て確認できる。 

③発注精度の向上 

「売上予算」と「発注金額」を対比し確認することで適正チェックが可能に。 

④商品管理の容易性（本部・取引先の作業軽減） 

「生鮮標準商品コード」による商品コードを意識しない運用（※） 

５）その他の効果 

産地管理（トレーサビリティ）の徹底が実現。 

 

※生鮮標準商品コードは品目毎の商品コード化を行う業界ルールのため「トマト」

など品目を指定するだけで、自動でコード付番できる。これにより、本部や取引

先は商品コードを意識することなく、発注や仕入などの単品管理が実現できるよ

うになる。 

 

  

                                                  
2 ASN は Advanced Ship Notice の略称で EDI データの一種である「事前出荷明細」の意味。

荷物が販売先の物流センターの届く前に送信することからこの名前が付けられている。 
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５．生鮮サプライチェーンの情報共有に向けて 

インターネット技術の進化は、サプライチェーン上にある企業間の情報共有を容易にし

ました。下図は生鮮サプライチェーンにおける情報共有の模式図です。今後ネットワーク

やクラウド技術が発展し、広く利用されるようになれば、小売と仲卸間だけではなく、出

荷者と卸を含む生鮮サプライチェーンの情報共有も夢ではありません。 

その鍵となるのが情報の内容の標準化で、具体的には次章で紹介する流通 BMS の標準

メッセージと生鮮標準商品コードです。 

 

図表１-７ 生鮮サプライチェーンにおける情報共有 

 
 

 

生鮮サプライチェーンの情報共有という夢の実現に向けて、今まで触れて来なかった流

通の川上・川中の EDI 実施状況をまとめておきます。 

 

（１）出荷者～卸売業者間 

青果物の JA 系統出荷団体と卸売市場の間で、仕切データと出荷データを交換する共同

利用型の EDI システムである「ベジフルネット」が 1983 年から稼働しています。（図表

1-6）卸売市場における販売結果を出荷団体に報告する仕切データの実施割合が高い一方

で、出荷団体から卸売市場への出荷データはさまざまな理由から一部の出荷団体の実施に

とどまっています。 
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出荷団体の出荷データは卸売市場の販売の元データとして利用されますので、仲卸への

分荷が始まる夕刻頃までには入力を終えておく必要があります。EDI 化率が低い結果、青

果卸では、出荷者から FAX で事前に送信されてくる、あるいは荷物と一緒に届く送り状

の入力に多くの手間と時間をかけており、青果卸の間では出荷データの EDI 化が強く望

まれています。 

一方、水産物の出荷者と卸売市場間の取引データの交換は電話や FAX、郵送で行われ

ており、EDI の実施例はありません。水産卸では青果卸と同様に販売開始までの短い時間

に送り状の内容を手入力しています。このような状況を打開し、将来の EDI 化につなが

る標準化の第一歩として 2012 年に出荷者→卸売業者の統一送り状が策定され、出荷者

への普及推進活動が行われています。 

 

図表１-８ ベジフルネットの概念図 

 

一般社団法人全国中央市場青果卸売協会作成 

（２）卸売業者～仲卸業者間 

卸売市場の卸売業者と仲卸業者の取引は、セリ時刻前に商品を搬出できる予約相対取引

や時間前取引（先取り）と、現物を見ながら行うセリ取引やセリ残品取引の２種類に分け

ることができます。このうち、前者では仲卸業者から卸売業者へ事前に発注が行われます

が、電話や FAX、口頭で行われており、EDI の実施例はほとんどありません。 

すべての取引が終わった後の確定情報である売立案内や請求書は、FAX のほかにメー

ルや EDI も利用されています。この場合の EDI は市場の情報センターや精算会社を介し

たやりとりになります。市場毎に異なった仕組みではありますが、その市場の中では標準

化された共通の EDI と言えます。  
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第２章 生鮮標準 EDI（流通 BMS） 

本章では、小売業とその取引先間の標準 EDI として導入が進んでいる流通 BMS につい

て詳しく解説します。 

 

１．EDI の標準化 

（１）標準化の必要性 

EDI の効果を高めるためには、なるべく多くの取引先と EDI を実施することが必要です。

EDI 実施率が低いままでは、人手による処理が残り、業務の効率化や経営面の効果が十分

得られないからです。 

多くの取引先に対応してもらうためには、取引先の負担をなるべく軽くしてあげること

です。そのためにはまず、EDI を主導する企業が自社独自の方式を取引先に要請するので

はなく、標準化された方式を採用することが重要です。 

 

図表 2-１ 標準化の必要性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDI の標準化とは、通信の方式とデータの様式を多くの関係者が合意して取り決めるこ

とです。標準がない場合は図表 2-１の上半分のように、受動的な立場の企業ではデータ

の様式が取引先毎に異なりますので、データ変換の仕組みを取引先毎に用意しなければな

りません。これでは余計なコストがかかります。 

A 社 

B 社 

C 社 

A 社様式 

B 社様式 

C 社様式 

自社様式 

取引先 

自社様式 

自社様式 

A 社から自社への変換 

B 社から自社への変換 

C 社から自社への変換 

自社 

A 社 

B 社 

C 社 

標準様式 

標準様式 

標準様式 

自社様式 標準から自社への変換 
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これに対して、図表２-１の下半分のように、標準化された方式を取引先が採用した場

合は標準⇔自社の変換の仕組みを用意すれば、どの取引先とも EDI で取引できますので、

最小限のコストで済みます。 

 

（２）生鮮標準 EDI（流通 BMS） 

生鮮食品を含む消費財の流通業界では、日本チェーンストア協会が 1980 年に制定し

たオンライン発注（EOS）のための標準的な方式である JCA 手順3がまだ多くの小売業

で使用されています4。 

JCA 手順は電話回線を利用した通信手順と固定長方式のデータ仕様で構成されていま

す。電話回線による通信はインターネットが普及した今日、漢字や画像が送れない、通信

速度が遅い、専用の通信機器（モデム）が入手できない、といった問題点が浮かび上がっ

ています。 

また、固定長のデータ様式は、取引先側では小売個別のレイアウトへの対応、小売側で

はデータ項目の追加が困難という課題があります。 

これらの課題を解決するために、2005 年からインターネットを利用した“次世代の

標準 EDI”がスーパー業界を中心に検討されました。そして、経済産業省が 2006 年か

ら３年間実施した流通システム標準化事業に多くの流通業界関係者が参加して標準化の

検討と実証を行い、2009 年に仕様が完成したのが流通 BMS です。（図表 2-2） 

 

 

図表 2-２ 流通 BMS の検討経緯 

 
（注）図の斜字は共同実証に参加した業界 

出典）流通 BMS 協議会「流通 BMS 導入の手引き」 

 

                                                  
3 JCA 手順は日本チェーンストア協会（JCA：Japan Chain-stores Association）が 1980 年

に制定した「取引先データ交換標準通信手順」の通称。 
4 流通 BMS 協議会が 2013 年に調査した結果では、回答小売業（125 社）の 69％が JCA 手

順を使用している。 
流通 BMS 協議会は流通 BMS の継続的な維持管理と普及推進の活動を行うことを目的に、

2009 年に流通システム開発センター内に設立された、業界団体を正会員とする組織。 

2003 年度～2005 年度 

流通 SCM 事業 

2006 年度～2008 年度 2009 年度～ 

XML-EDI 

の実証 

（2004 年度） 

次世代 EDI 

標準化 WG 

（2005 年度）

標準ﾒｯｾｰｼﾞ策定

と共同実証 

（2006 年度） 

ｽｰﾊﾟｰ/ｸﾞﾛｻﾘ 

ｽｰﾊﾟｰ業界で 

実用化 

商材の拡大 

（2007 年度） 

ｽｰﾊﾟｰ/ｱﾊﾟﾚﾙ 

ｽｰﾊﾟｰ/食肉 

対象業態・業種・業務

の拡大（2008 年度） 

ｽｰﾊﾟｰ/青果 

預り在庫ｾﾝﾀｰ/ｸﾞﾛｻﾘ 

ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ/日用品、医薬品 

ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ/日用品、DIY 用品

百貨店/ｱﾊﾟﾚﾙ 

生鮮ﾒｯｾｰｼﾞ 

を基本形ﾒｯｾｰｼﾞ

に統合 

（2009 年度） 

流通システム標準化事業 流通 BMS 協議会
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流通 BMS は当初、グロサリーを対象に検討され、生鮮食品業界は 2007 年度から検

討に参加しました。最初に共同実証に参加したのは事前商談による計画的な取引が可能な

食肉業界です。その結果を反映して 2008 年 7 月に生鮮バージョン 1.0 の標準メッセー

ジ5が制定されました。次いで、青果物と水産物の検討と実証（実証は青果物のみ）の結

果を反映した生鮮バージョン 1.2 の標準メッセージが 2009 年 4 月に制定されました。 

このように、グロサリーやアパレルとは異なる取引形態や商品特性を持つ生鮮食品の標

準メッセージは別体系として整理されていましたが、2009 年 10 月に両メッセージが

統合されました。（バージョン 1.3） 

バージョン 1.3 の標準メッセージを使うことによって、小売業はグロサリー、アパレ

ル、生鮮食品をはじめとする多くの業種の取引先との間で、流通 BMS を利用した EDI

取引が可能になりました。（図表 2-3） 

 

図表 2-3 流通 BMS のメッセージバージョンの変遷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）流通 BMS 協議会「流通 BMS 導入の手引き」 

 

 

  

                                                  
5 発注、出荷、受領といった取引情報の種類毎の EDI データをメッセージと呼び、メッセー

ジの内容を標準化したものを標準メッセージと呼ぶ。 

Ver.1.0 
（2007.4） 

Ver.1.1 
（2008.4）

Ver.1.2 
（2009.4）

生鮮 Ver.1.0
（2008.7）

生鮮 Ver.1.2
（2009.4）

Ver.1.3 
（2009.10） 

スーパー/グロサリー スーパー/アパレル

ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ/ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ 

預り在庫ｾﾝﾀｰ 

食肉 青果、水産物 

統合 
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2．業務プロセスと標準メッセージ 

（1）T/A 型モデル 

業務プロセスとは、標準メッセージを決める際の前提となる取引業務の手順のことです。

その基本となるのが、発注時に小売業が指定した伝票番号（EDI では「取引番号」）をキ

ーに発注、納品、受領の業務を行い、その結果を請求/支払に引き継ぐ「ターンアラウン

ド（T/A）型モデル6」です。（図表 2-4 , 2-5） 

 

図表 2-4  T/A 型モデル① 

 

T/A 型モデルは発注通りに商品が納入されるグロサリーのような商品の取引に適した

モデルです。生鮮食品でも、計画生産が見込める商品や事前商談で決められた商品と数量、

価格にほとんど変更がない取引で見られます。大手のスーパーではこの取引モデルが青果、

水産の７～８割を占めるという例もあります。 

 

図表 2-5 T/A 型モデル② 

出典）流通 BMS 協議会「流通 BMS 導入検討と運用設計ガイドライン」 

                                                  
6 ターンアラウンドは EOS の時代から使われている取引形態。小売業の発注データが仕入先

でプリントされて仕入伝票として小売業に戻ってくることからこの名称が付けられている（タ

ーンアラウンド（turn around）は「回れ右」の意味）。 
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（2）発注以前の業務プロセス 

グロサリーのような商品の取引では、事前の商談で決められた商品の種類や基本の価格

が頻繁に変わることはありませんが、生鮮食品の場合は毎日あるいは１週間単位で取引の

内容が変わることがあります。 

市場流通品に多いそのような取引モデルに対応して、流通 BMS では発注以前のデータ

として次の２種類の標準メッセージを定めています。 

① 商品提案メッセージ 

仲卸や卸から小売へ販売可能な商品の内容、数量、価格などの情報を発注の 1～2 日前

に提案する情報が「商品提案メッセージ」です。小売は本部経由でその提案を店舗に示し、

店舗からの発注をとりまとめて取引先に発注するといったことが行われています。（図表

2-6） 

図表 2-6 商品提案メッセージ  

 

② 発注予定メッセージ 

小売と生鮮取引先の間では１週間単位で取引する商品の内容や価格、数量の計画を立て、

それに基づいて取引の 1～2 日前に確定発注を出すということが行われています。 

この週間商談に基づいて取り決めた内容を小売から取引先に計画情報として送信する

のが「発注予定メッセージ」です。上述のように、正式な発注には「発注メッセージ」の

送信が必要となります。（図表 2-7） 

図表 2-7 発注予定メッセージ  
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（３）発注以降の生鮮特有プロセス 

① T/A 型（出荷時商品変更あり） 

T/A 型発注に対して、産地や規格などが異なる商品（代替品）を出荷する場合、出荷

メッセージで別明細を起こす運用ルールを規定したモデルです。別明細の取引番号の設定

方法などを定めています。（図表 2-8） 

 

図表 2-8 T/A 型（出荷時商品変更あり）  

 

 

② 発注書型 

発注データは送信するが、納品時に数量（重量）や原価が確定するため、T/A 型を使

わない取引モデルです。発注時に取引番号をセットせず、出荷時や受領時に取引番号をセ

ットするという考え方で、その発番の方法などを規定しています。（図表 2-9） 

 

図表 2-9 発注書型  
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③ 集計表活用型 

「集計表作成データ」を使う取引のモデルです。集計表作成データは、小売のセンター

に納品する際、小売の計上は総量で行い、商品は店別に仕分けて納品する形態の仕分け作

業用データに当たります。発注時に『①発注（計上用）データ』と『②集計表作成データ』

に分けて、①②を同時に送信し、取引先で②を基に店別ピッキングを行い、小売の物流セ

ンターに納品します。生鮮食品以外でも活用されています。（図表 2-10） 

 

図表 2-10 集計表活用型 

 

④ 仮伝運用型 

卸売市場などでは真夜中に物流が行われますので、出荷時に販売価格を変更したくても

取引先の責任者が不在で確定できないことがあります。そのような場合、いったん仮単価

で出荷し（仮伝）、後で取引先に確認したうえで確定データとする（本伝）運用のモデル

です。（図表 2-11） 

 

図表 2-11 仮伝運用型 
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⑤ 出荷型 

事前商談で出荷の内容が決まっているため、出荷データから始まる取引のモデルです。

出荷時に商品や原価が確定しますので、取引番号は取引先が発番して出荷データにセット

します。T/A 型モデルで追加発注（電話や FAX による発注）が発生した場合でも見られ

ます。（図表 2-12） 

 

図表 2-12 出荷型 
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（4）生鮮 EDI の標準メッセージ 

以上の業務プロセスで利用する標準メッセージをすべて図示すると、図表 2-13 のよ

うになります。 

各業務プロセス及び標準メッセージの利用方法については、【資料編】の「資料１ 流通

BMS 生鮮 EDI 運用ガイドライン」をご参照ください。 

 

 

図表 2-13 生鮮 EDI で利用する流通 BMS の標準メッセージ 

 

 

出典）流通 BMS 協議会「流通 BMS 導入検討と運用設計ガイドライン」 
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3．生鮮標準商品コード 

生鮮標準商品コードは、主に生鮮 EDI で利用することを想定した標準商品コードです。 

現在の小売と生鮮取引先間の取引は主に、帳票に打ち出された商品名をキーに行われて

いますので、双方の商品コードの共通化が話題になることはあまりありません。 

しかし、今後拡大することが予想される EDI 取引において、小売業の自社コードで発

注が行われた場合、多くの小売業と取引する仲卸や卸では、小売商品コード⇔自社コード

の変換地獄に陥ることが想定されます。 

JAN コード7がソースマーキングされている商品は JAN コードを使い、そうでない商

品は生鮮標準商品コードを使うという考え方で、農林水産省が 1997 年度から 2001 年

度にかけて実施した「生鮮取引電子化基盤開発事業（食品流通情報化基盤開発事業）」で

標準商品コードが品目毎に策定され、流通 BMS 策定の際にコード体系を一部見直して現

在に至っています。 

 

図表 2-14 生鮮標準商品コード 

 
 

生鮮標準商品コードは、一般の JAN コードと識別するための「生鮮フラグ（4922）」

から始まる 13 桁で、生鮮品の品種と属性（規格など）を表しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
7 商品にバーコード表示されている 13 桁（または 8 桁）の共通商品コードのこと。JAN は

Japanese Article Number の略称。 
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（1）青果物の標準商品コード体系 

 

 

 

 

 

（コード体系の説明） 

① 標準品名コード（5 桁） 

青果物の品目、品種を表すコード 

3XXXX：野菜のコード体系 

4XXXX：果実のコード体系 

5XXXX：青果加工品のコード体系 

② 栽培方法区分（P）（１桁） 

0：指定なし   １：有機農産物   ２：特別栽培農産物   ３：無袋（サン） 

4：ハウスまたは温室（加温、無加温）   ５：マルチ   ６：輸入 

7～９：共通販売規格等コードエリア（リザーブコードを含む） 

③ 規格（２桁） 

商品形態、階級を表すコード 

 

（２）水産物の標準商品コード体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（コード体系の説明） 

① 標準品名コード（４桁）  

水産物の品目、品種を表すコード 

② 態様（Ｔ）（１桁） 

【生鮮品】        1：活   2：生鮮（チルド）  3：冷凍  4：解凍 

【塩蔵・塩干・加工品】 5：常温  6：冷蔵   7：冷凍  8：解凍 

               9：リザーブ（生鮮品、塩蔵・塩干・加工品共通） 

③ 形状・部位（S1S2)（２桁） 【生鮮品】 

商品の形状および部位を表す。 

④ 加工方法（P1P2)（２桁）【塩蔵・塩干・加工品】 

商品の加工方法を表す。  

 

4922  ＋  標準品名コード  ＋  P  ＋ 規格（××） ＋  C/D  

(生鮮ﾌﾗｸﾞ)       ①           ②       ③       (ﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ) 

【生鮮品のコード体系】 

4922 ＋  6 ＋ 標準品名コード ＋ 態様（T） ＋ 形状・部位（S1S2） ＋ C/D  

（生鮮ﾌﾗｸﾞ） (水産物）   ①          ②           ③          （ﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ）

 

【塩蔵・塩干・加工品のコード体系】 

4922 ＋  6 ＋ 標準品名コード ＋ 態様（T） ＋ 加工方法（P1P2） ＋ C/D  

（生鮮ﾌﾗｸﾞ） (水産物）   ①          ②           ④          （ﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ）
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（3）生鮮標準商品コード利用の考え方 

現在の小売の生鮮発注商品コードには一定の桁数の SKU コード8が利用されています。

このコードは商品部のバイヤーが連番で管理しており、品名、規格・等階級、産地、態様

などの情報が含まれています。 

このコードと生鮮標準商品コードを対応付けしようとした場合、すべての発注商品に対

応できない、対応する標準商品コードを検索するのが面倒、といったことが指摘されてい

ます。また、現在の小売の基幹システムの構造上、標準商品コードにない属性情報（産地

など）を別項目として管理し、EDI 送信することができないことも明らかになっています。 

そこで、今後の基幹システムの更新時や ASP サービスを利用したコード変換なども視

野に入れた標準商品コードの活用を今から検討してください。（図表 2-15） 

 

図表 2-15 生鮮標準商品コード活用  

 
 

 

生鮮標準商品コードの利用方法については、【資料編】の「資料３ 生鮮標準商品コー

ドの利用」をご参照ください。 

 

  

                                                  
8 SKU は Stock Keeping Unit の略で「最小在庫管理単位」すなわち「単品」のこと。 
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4．導入形態 

流通 BMS でデータ交換を行う場合、EDI のシステムを自社で導入するか、ASP など

の外部サービスを利用するかを決める必要があります。また、自社で導入する場合はサー

バ型かクライアント型のいずれかを選択する必要があります。 

以下、その詳細について説明します。 

 

図表 2-16 流通 BMS の導入形態 

 

 

（1）自社導入型 

自社で導入する場合、卸・メーカーではサーバ型かクライアント型のいずれかを選択す

ることができます。一方、小売業は基本的にはサーバ型となります。 

取り扱うデータ量が多い場合やデータ交換の即時性を求める場合、今後拡張する可能性

がある場合はサーバ型を選択し、取り扱うデータ量が少なくデータ交換の即時性を求めな

い場合はクライアント型を選択します。 

生鮮品の取引先はクライアント型を選択する場合が多いと思われますので、以下、クラ

イアント型について説明します。 

クライアント型は EDI を行う時にのみシステムを立上げ、随時稼働で運用するタイプ

です。JX 手順9の通信ソフトを使用しますが、業務アプリケーションとセットになったパ

ッケージソフトもあります。 

想定される費用項目の概要を示しますので、参考にしてください。 

                                                  
9 JX 手順はクライアント－サーバ間の EDI で使用される通信手順のこと。現在広く利用され

ている JCA 手順と同等の機能を実現している。 
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出典）流通 BMS 協議会「流通 BMS 導入の手引き」 

 

（２）外部サービス利用型 

外部サービス利用には２つの形態があります。１つは業務をアウトソーシングし、自社

専用のシステムで完全に独立した運用を委託するパターン、もうひとつは汎用の流通

BMS サービスへの参加企業として利用するパターンです。 

流通 BMS に係わる部分は基本的に ASP10などの外部サービス業者でまかなうため、

自社システムに大きく手を入れる必要はありません。ただ、ASP などに設置された EDI

システムを利用するため、自社システムとの連携を考える必要があります。 

生鮮品の取引先は、汎用サービスを利用することが多いと思われますので、参考までに

その費用項目の概要を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）流通 BMS 協議会「流通 BMS 導入の手引き」 

  

                                                  
10 ASP は Application Service Provider の略称で、業務アプリケーションのためのソフトウ

ェアを、インターネットを通じて顧客にレンタルサービスする事業者のこと。 

【クライアント型の費用項目の概要】 

●初期費用 

  ・現状調査費用、要件定義費用（これらは必要に応じて発生する） 

  ・自社システムとの連携に必要なシステムの開発費 

  ・パッケージソフト費用 

   ＊PC 環境一式、インターネット環境、EDI アプリケーション（通信処理、変換処理）

    設置設定作業費用 

   ＊業務アプリケーション機能（出荷業務アプリ、伝票発行機能など） 

●月次費用 

  ・システム保守費用など 

【ASP 汎用サービス型の費用項目の概要】 

●社内システムとの連携に必要なシステムの開発費 

●ASP サービスの利用料金 

 ・初期費用 

  ＊システム開発、運用構築、ネットワーク構築などの委託費が含まれる 

 ・月次費用 

  ＊EDI メッセージ数、データ件数、取引先数などによる従量課金 
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（3）導入形態比較 

図表 2-17 で各導入形態の比較をしてみましたので、選定の参考にしてください。 

 

図表 2-17 流通 BMS の導入形態比較 

自社導入 ASP 利用 

○利点 

・自社にノウハウを蓄積することができる。

・発生するコストの明細が掴みやすい。 

・自社内で完結するので、システム連携が容易。

・相手先と自社の間に ASP 等での蓄積が 

ないため、処理の時間的遅延が少ない。 

○利点 

・専門家のノウハウに頼ることができる。 

・発生費用が定額や利用頻度による従量 

 であり、コスト計算がしやすい。 

・自社専用と汎用型を目的に応じて選択できる。

・ASP のシステムをうまく活用すれば、 

自社システムの改訂を軽減できる。 

●留意点 

・規模の想定から設計・運用、導入後の必要

に応じたシステムの拡張・バージョンアッ

プ・保守まですべて自社の責任で行わなけ

ればならない。 

・ある程度のシステムノウハウを必要とする。

費用項目の明細を理解し、漏れ抜けがない

ように注意しなければならない。 

●留意点 

・相手先と自社の間にデータ滞留があるため、

処理の時間的遅延が発生する場合がある。 

・自社に蓄積できるシステムノウハウに制限

がかかる。 

・自社システムと ASP のシステム間での 

連携を構築する必要がある。 

サーバ型 クライアント型 自社専用型 汎用型 

・通常24 時間常時稼

働が必要(待受のため)

となる。 

・目的に応じて通信プロ

トコルをebMS、

AS2、JX から選択す

る。 

・インターネットに関わ

るセキュリティを完

備しなければならな

い。 

・即時性が高い。 

・必要なときのみ起動

すればよい。 

・通信プロトコルはJX

手順が使われている。

・簡単なシステム環境

で構築できるが高度

なデータ管理は難し

い。 

・取り扱うデータ量が

少ない(明細１万件以

下)場合に利用する。 

・即時性を求めない。 

・自社が求める要件をす

べて満足するよう設計

できる。 

・自社導入とASP 利用

の両方のメリットを併

せ持つ。 

・ASP の利点を比較的

安価に利用できる。 

・企業グループでの利用

に向いている。 

・自社専用でない分、使

い方に制限はある。 

出典）流通 BMS 協議会「流通 BMS 導入の手引き」 
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5．Web-EDI と流通 BMS 

クライアント型の EDI は、自社導入、外部サービス利用のいずれもパッケージソフト

購入やシステム開発などの初期費用と、月次の保守費用または ASP サービス利用料が発

生します。 

これらの費用は、流通 BMS の普及によって低廉化しているとは言え、中小零細の生鮮

取引先にはまだ負担が大きい、と言われています。そこで利用が増えているのが、パソコ

ンとインターネット、プリンタがあればASP の利用料だけでEDI が開始できるWeb-EDI

です。 

参考までに、小売業が ASP 型で提供する Web-EDI を取引先が利用する際の費用項目

の概要を示します。 

 

 

 

 

 

 

Web-EDI は比較的簡単に EDI を始められる利点はありますが、自社システムとデータ

を自動的に連携したい取引先は、以下の点で不便を感じています。 

・システム起動から小売サイトへのログイン、データのダウンロード等が手作業になる 

・小売毎に画面仕様や操作手順が異なる 

・自社システムとのデータ連携ができない場合が多い （図 2-1８） 

 

図 2-18 手動型 Web-EDI の問題点 

 

 

【ASP 型の Web-EDI 利用費用項目の概要】 

●ASP 初期設定費 

●ASP サービス利用料金（月額） 

  ＊EDI メッセージ数、データ件数、取引先数などによる従量課金 

・手動によるシステム立上げ 

・小売毎に異なる画面や操作手順 

・自社システムとのデータ連携ができない 
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取引先の負担が少ないという Web-EDI の利点と流通 BMS の標準化による効果の両方

を活かすために、流通 BMS 協議会では次の２つの要件からなるガイドラインを発表して

います。 

① 小売業が Web-EDI を提供する場合は、流通 BMS の標準通信手順を同時に提供する

ことで取引先に選択肢を与える。 

② Web-EDI では流通 BMS メッセージで使用されているデータ項目のみを使用するこ

とで流通 BMS とのシステム上の整合を図る。 

 

さらに、自社システムとのデータの自動連携を実現するためのダウンロードやアップロ

ード11の機能、CSV12ファイルのレイアウトなどについても参考仕様として提示していま

す。 

Web-EDI に求められる機能要件については、【資料編】の「資料２ 流通 BMS におけ

る Web-EDI ガイドライン」をご参照ください。 

 

図 2-1９ 生鮮 EDI のあるべき姿 

－流通 BMS と Web-EDI によるデータの自動連携－ 

 

  

                                                  
11 相手企業の Web サーバから自社システムがデータを受け取るのがダウンロード、逆に自社

システムから相手企業の Web サーバにデータを渡すのがアップロード。 
12 CSV は Comma Separated Value の略称。データをカンマで区切ったテキスト形式のファ

イル。 
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6．流通 BMS 導入のメリット 

従来の JCA 手順から流通 BMS に移行した小売業からは、インターネット利用による

効果と標準メッセージ利用による効果が報告されています。その主なものを紹介します。 

 

図表 2-20 小売業の流通 BMS 導入による効果例 

分類 内容 

インターネ

ット利用 

通信時間の

短縮 

・通信時間が 94％削減し、従来１時間かかっていたのが３～４分

に短縮。効果としては、取引先の出荷の時間に余裕ができた。 

・JCA 手順と比べて取引先 A 社は 10 分⇒10 秒以内、B 社は 20

分⇒10 秒以内に短縮された。 

・3 時 55 分に取引先から ASN データを 4 時 05 分に（市場近郊

の）センターで受信し、受信直後から店別仕分けを行い、5 時

30 分出発の店舗配送便に間に合わせるという、とてもタイトな

入荷、仕分け、出荷作業が実施できている。 

通信コスト

の削減 

・JCA 手順専用の通信機器（モデム）はほとんど売られていない

し、あっても高い。公衆回線も５回線、６回線と開いてやってい

たが、これが不要になった。回線コストだけでなく、運用コスト

も下がった。回線数が限られているので、どうしても話中が発生

し、取引先から「つながらないんですけど」といった電話がどん

どん鳴ってくる。それがなくなったほか、いわゆる VAN 会社を

使っていたため、そこへの委託費支払いがなくなった。これらを

合わせると、年間約１億円の経費削減となった。 

標準メッセ

ージ利用 

情報量のア

ップ 

・配送温度区分や商品、荷姿情報が付加されることにより、保管

や仕分け、配送等の管理がきめ細かく実施できるようになり、商

品の品質向上が見込まれる。特に生鮮品は工業製品と比べると温

度帯の管理に手間がかかるので。現在、当社では水産物で「うみ

ぶどう（常温扱い）」等の商品があり、入庫検品時に冷蔵倉庫に

入らないようにしている。この様なデータが付加されるというこ

とは、物流現場の人が専門知識をもっていなくても対応できると

いうメリットがある。 

産地情報の

正確な把握 

・出荷データで産地情報がデータ化されているので、産地の誤表

示の防止につながっている。EOS 対応の場合、商品名に産地を

入れているため、産地が変更になった場合などの対応に問題が出

るが、それが解決した。 

・売場での産地表示については、EDI 化以前の伝票記載/保存から、

出荷データによる伝達に変わった。青果では同一商品でも複数産

地から仕入れることが発生するので、一商品に対して三産地が入

力できる仕組みを新たに作った。その結果、産地表示の業務が取

引先との分担の下に、速く、楽に、正確になった。 
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第３章 EDI の導入手順 

本章では小売業とその取引先が生鮮 EDI システムを構築し、運用を開始するまでの標

準的な手順を示します。実際のシステムの選定と導入に当たっては本書のテーマである流

通 BMS の利用を前提に記述しています。 

 

３－１ 小売業における導入手順 

EDI の導入は取引する相互の企業に係わるテーマですが、小売業とその取引先間の EDI

は通常、小売業が主導して導入されます。したがって、小売業は導入の主体者として EDI

の導入が所期の成果を得られるよう、以下の手順に沿って取引先を含めた全体の計画を立

案し、実行する必要があります。 

 

図表３-１ 小売業の導入手順 
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１．導入計画の策定 

（１）導入検討の開始 

小売業が生鮮 EDI を新たに導入する、あるいは従来の生鮮 EDI の更新を検討するきっ

かけにはさまざまなことがあります。流通 BMS の場合、以前は基幹システムの更新や物

流センターの新増設など、企業インフラの大幅な変更のタイミングで導入されることが多

かったのですが、最近では JCA 手順の機器（モデムなど）の更新ができないという理由

が一番多く上がっています。（図表 3-2 参照） 

EDI の見直しを検討する背景には、日頃から何となく現状に課題を感じており、それを

改善したい、という想いを持っているはずです。このように、何かのきっかけで現状の課

題を解決したい、と思った時が EDI 検討の開始時と言えます。 

 

図表３-2 小売業が流通 BMS を導入した理由（複数回答） 

 
出典）流通 BMS 協議会「2013 年度流通 BMS 導入実態調査結果」 

 

（２）基本方針の策定 

まずは、電算部等が中心になって、社内の関係部門、例えば、商品部、店舗、経理、物

流などの関係者を集め、基本方針を策定します。基本方針に盛り込む内容は下記のような

ことです。 

① 導入の目的 

新たに生鮮 EDI を導入する企業の目的は、業務の効率化、伝票レス、請求/支払照合の

効率化などの直接的な効果のほかに、正確な売上と粗利を素早く掴むことによる経営の見

える化などが考えられます。（図表 3-2 参照） 

一方、既に JCA 手順などで生鮮 EDI を導入し、業務の効率化や伝票レスなどをある程

度実現している企業が流通 BMS に置き換える場合の目的は、通信時間の短縮や通信コス

65%
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トの削減などの直接効果のほかに、事業継続計画13や企業の社会的な責任14などが考えら

れます。 

いずれも、自社の中長期的な経営方針の中で、EDI をどのように位置付けるかを明確に

しておくことが重要です。 

② 現状の分析 

導入の目的を踏まえて現状の分析を行います。分析は、社内業務、業界動向、取引先の

対応状況の観点で行います。 

社内業務は、第 2 章で述べた流通 BMS の業務プロセス/メッセージ/コードの内容を確

認し、自社の業務/システムをどのように変更すべきかという視点で行うと整理がしやす

くなります。 

業界動向は、流通 BMS 協議会や生鮮取引電子化推進協議会、業界団体などが主催する

セミナー、勉強会に参加し、他社の導入状況や導入事例などの情報を収集します。 

取引先については、主要な取引先のインターネットへの対応状況や流通 BMS の導入状

況についてヒアリングし、IT インフラの整備状況を把握します。そのようなインフラがな

い場合はその対応方法についても考慮しながら自社の導入計画を策定する必要がありま

す。 

③ IT 企業への提案依頼 

以上の検討結果をまとめて RFP15（提案依頼書）を作成し、IT 企業から導入形態を含

めたシステムと費用見積りの提案を募ります。導入形態は、自社開発・自社運用か、外部

委託か、外部サービスの利用かという選択肢があります。 

流通 BMS 協議会では、流通 BMS の標準仕様に沿った製品やサービスにロゴマークの

使用を許諾しています。流通 BMS 協議会のホームページ※でその一覧を掲載しておりま

すので、RFP の依頼先候補としてお役立てください。 

※ネットで検索する場合は「流通 BMS 協議会」と入力してください。 

④ 費用・効果の算定 

EDI の導入には費用が発生することから、推進に当たっては経営者の承認が必要になり

ますが、その提案の際には必ず費用対効果の提示を求められます。 

費用については、自社の初期及び運用費用だけでなく、取引先のコスト負担も考慮に入

れて算出します。生鮮食品の取引先には中小・零細規模の企業も多いかと思いますが、こ

のような取引先に対しては、ASP のサービスとして Web-EDI のパッケージも用意し「パ

ソコンとインターネット、プリンタがあれば ASP の利用料だけで EDI が開始できます」

                                                  
13 2011 年 3 月の東日本大震災時に電話回線が輻輳（アクセスが集中して不通になること）し

て JCA手順による発注ができなくなった経験からインターネットEDIに置き換える企業が増

えている。その他に JCA 手順の専用機器（モデム）の供給停止や NTT による固定電話の廃

止方針発表も事業継続上のリスクと捉えられている。 
14 EDI は自社の都合だけでなく取引先の負担も考えた場合、標準を採用するという考え方。 
15 RFP は Request For Proposal の略。 
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といったアプローチが必要になるでしょう。それでも負担に感じる取引先には、取引コス

ト全体の見直しも含めて導入を推進し、全ての取引先に導入してもらうことが、ひいては

小売業の目的に適うことにもなります。 

 

２．取引先との調整 

（１）説明資料の作成 

取引先説明会で使用する取引先向けの流通BMS導入案内資料を作成します。流通BMS

の概要説明、システムや運用が変わる点、導入形態、スケジュール、費用などを記載しま

す。説明会資料には流通 BMS 導入用に準備された「流通 BMS 協定シート」と「マッピ

ングシート」を用意します。 

流通 BMS 協定シートは、「EDI 基本情報シート」「EDI 通信パラメータシート」「メ

ッセージ協定シート」で構成され、取引先が記入し、小売業に提出します。これを基に

EDI 接続のための各種調整を行います。 

マッピングシートは小売業の既存EDIのデータ項目と流通BMSの対応関係を表したも

ので、小売業から取引先に提供されます。 

これらのシートは流通 BMS 協議会のホームページからダウンロードすることができま

す。 

 

（２）取引先説明会の開催 

流通 BMS を利用した EDI 取引に移行するための取引先説明会を開催します。説明会で

は、上記の説明資料の他に、アンケート用紙を配付します。アンケートではどのシステム

形態（サーバ/クライアント/Web など）を選択するかを回答してもらいます。システム

形態によって準備すべき設備が異なりますので、システム形態ごとの留意事項を説明資料

に記載しておきます。 

なお、説明会の冒頭で流通 BMS の概要説明をするのが通例ですが、流通 BMS 協議会

に講師の派遣を要請することもできます。申し込みは電話（03-5414-8505）で。 

 

 

 

 

 

 

 

  

流通 BMS 導入の取引先説明会風景 

取引先説明会では、対応を依頼するだけ

でなく、取引先にも経費の削減や業務の

効率化などのメリットがあることを訴え、理

解を求めることが重要。 
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（３）取引先との各種調整作業 

流通 BMS の実装にあたり、小売業と取引先間では図 3-3 の順序で必要なシートを利

用し、システム面での調整作業を行います。 

 

図表３-3 協定シートのやりとり 

出典）流通 BMS 協議会「流通 BMS 導入の手引き」 

 

３．システム構築 

（１）システム開発 

自社の電算部門と IT 企業は、システム仕様打合せで取り決めた内容に沿ってシステム

開発を行います。選定した製品によって開発内容は異なります。新たにメッセージを追加

する場合は、メッセージを運用するためのプログラム開発が必要になります。また、一般

に EDI(通信＋XML)16製品や ASP サービスの場合は、自社システムとの連携の構築が主

体になります。 

 

（２）稼動テスト 

自社と IT 企業それぞれの開発が終了したら、システム単体テストを行います。単体テ

ストで正常に稼働することが確認できた後、自社システムと製品またはサービスの接続・

連携テストを行います。このテストでは、通信接続やデータ送受信、データ連携のほかに、

関連部署の業務が正常に運用されるか確認します。 

また、故意にエラーデータを発生させ、システムや運用にどのような影響が生じるかを

確認し、その対応方法を事前に決めておくことも重要なポイントです。 

 

                                                  
16 流通 BMS の通信手順で通信を行う機能と標準メッセージのデータ変換を行う機能が一体

となったソフトウェアのこと。XML は eXtensible Mark up Language の略称で「拡張可能

なマーク付け言語」の意味。個々のデータの意味を表すタグが付いた可変長形式の EDI デー

タのことで、流通 BMS の標準メッセージの記述言語として採用されている。 

小売業 卸・メーカー



33 
 

（３）取引先との先行テスト 

取引先との接続テストの前に、一部の取引先との間で先行テストを行うと良いでしょう。

自社と取引先間で、通信接続テスト、各種データ接続テスト、業務運用テストなどを行い、

正常に稼働できるかを確認します。業務運用テストでは、実際の取引データを使いますが、

（2）の連携テストと同様にエラーデータを発生させ、どのような混乱や不具合が生じる

かを確認しておくことも重要です。 

 

４．取引先接続テスト 

（１）システム接続テスト 

システム接続テストでは、取引先との間で、通信接続やデータ送受信が正常に行えるか

を確認します。 

例えば、あらかじめ「発注日」「納品日」「商品名」「商品コード」「数量（重量）」など

のテストデータを決めておき、送受信するデータが正常であるかを確認します。送受信に

不具合が生じた時は原因を究明し、解決したうえで再度正常に送受信ができるまで行いま

す。 

 

（2）新・旧 EDI システム並行運用 

初めて EDI に取組む場合は、（1）が終了すれば準備が整ったことになります。 

一方、既に既存の EDI が稼働している場合は、新 EDI のシステム接続テストが完了し

たと同時に即移行というわけにはいきません。新 EDI への移行によって、システム環境

をはじめ、取引方法や業務の流れ、運用時間などが変更になる場合がありますので、変更

による混乱のリスクを回避するために、新・旧 EDI システムを一定期間（１週間～１ヵ

月程度）、並行運用することが推奨されます。 

 

５．本稼働 

取引先で、各種メッセージや業務が正常に運用されていることが確認できましたら、取

引先へメッセージや業務が正常に運用できていることを伝え、本番開始日を取り決めます。 

全社との間で新 EDI が稼働しましたら、旧 EDI システムのシステム環境を撤去します

が、新 EDI システムは、テスト稼働期間が短いことから、どのような不具合が発生する

か予想できません。そこで、不測の事態が発生しても取引が継続できるよう、例えば、旧

システムを一定期間保持しておき、新システムに不具合が生じた時は即時に旧システムに

切替えて、一時的にカバーするといった対策を講じておくことも重要です。 

  



34 
 

３－２ 取引先における導入手順 

受注者である取引先は発注者である小売業の意向に沿った形で EDI の導入を進めるこ

とが通例ですが、単に言われたからやらざるを得ない、という後ろ向きの姿勢ではなく、

自社のメリットにもつながるよう、主張すべきは主張していく態度が望まれます。特にこ

の手引きで紹介している標準 EDI の考え方に沿っていることと、自社システムとの自動

的なデータ連携に配慮した仕組みであることを確認し、もしそうでなければその点を取引

先に要請してください。 

 

図表３-4 取引先の導入手順 

 

 

１．EDI 説明会への出席 

取引のある小売に EDI システムの移行、または変更がある場合、通常、窓口である担

当営業に EDI 導入の取引先説明会開催の案内が配布されます。 

説明会では、EDI 移行の経緯や EDI システム概要、システム仕様・運用、受注・納品方

法、請求・支払方法など、変更になる箇所が説明されます。 

そのため、開催日当日は、担当営業と電算部門担当の両者が揃って出席し、それぞれの

立場で従来の取引との変更箇所を理解することが必要です。 

 

２．社内情報伝達 

説明会へ参加したら、社内の関係部門へ伝達します。例えば、受注作業、商品仕分、配

送、請求照合、請求などの関係者を集め、EDI システム説明会の内容を説明します。小売

の新 EDI システムに移行することによって、関係者の業務にどのような変更が生じるか、
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どのような効率化が図れるかなどを整理して説明すると、理解が得られやすくなります。 

 

３．IT 企業への連絡 

小売の EDI システムに対応する方法を検討します。 

初めて EDI を導入する企業や構築に手間をかけたくないなどの事情がある場合は、EDI

のパッケージ製品や ASP サービスなどを利用することで、比較的容易かつ短期間に導入

が可能です。流通 BMS 協議会のホームページで、流通 BMS の仕様に沿った製品やサー

ビスを紹介していますのでご活用ください。 

 

４．方針決定 

社内の関係者を集め、社内のシステム環境や将来の方針、該当する小売との取引金額な

どを踏まえ、どのようなシステム形態で、運用をどのようにすることが最適かを検討しま

す。検討結果を踏まえ、最適な製品やサービスを選定します。 

また、EDI システムは安定稼働が継続するとは限りません。不測の事態に備え、小売や

IT 企業、社内の関係者と EDI システムが正常に稼働しなかった時の対応方法について、

話し合っておくことも必要です。 

 

５．新運用社内準備 

選定した EDI システムを導入・準備します。製品によって、社内及び IT 企業で開発が

発生するシステムや、パッケージのような製品で設定すれば起動するしくみなど様々な製

品がありますので、製品やサービスに沿った対応が必要です。 

一方で社内関係者向けの運用マニュアルも作成します。マニュアルの準備ができたら、

関係者へ教育を行い、本番稼働に備えます。また、EDI システムに不具合が生じた場合な

どに備えた訓練をしておくことも必要です。 

 

６．小売業との接続テスト～本稼働 

社内で EDI システムの準備が整いましたら、小売と接続テストを行い、支障なく運用

できることを確認したら本稼働となります。その手順は、小売業の導入手順の「４．取引

先接続テスト」（33 頁）、「５．本稼動」（33 頁）をご参照ください。
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